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す
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す
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安
委
員
会
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有
す
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等
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則
を
廃
止
す
る
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則
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す
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又
は
還
付
に
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送
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の
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改
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局
処
務
規
程
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一
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改
正
す
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規
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○
東
京
都
下
水
道
局
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を
定
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る
規
程
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部
を
改
正
す
る
規
程
…
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○
東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
��

○
東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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○
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
…
…
…
…
…
��

規

則

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
二
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
規
則
第
百
九
十

四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
五
条
中
「
二
十
五
人
」
を
「
三
十
人
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
第
二
項
中
「
、
医
療
受
給
者
証
の
ほ
か
」
を
削
る
。

別
記
第
一
号
様
式
、
第
一
号
様
式
の
二
及
び
第
一
号
様
式
の
三
()表
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
「医

療
券

」
の
次
に
「の
写
し

」
を
加
え
、
「医

療
受
給
者
証

」
を
「受

給
者
証
の
写
し

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
「上

記
の
者

」
の
次
に
「及

び
患
者
本
人

」
を
、
「難

病
の
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
者

」

の
次
に
「（

都
疾
病
を
含
む
。
）

」
を
加
え
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
三
()裏
中
「東

京
都
福
祉
保
健
局

」
を
「東

京
都
の

」
に
改
め
る
。

別
記
第
一
号
様
式
の
四
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
、
「上

記
の
者

」
の
次
に
「及

び
患
者
本
人

」
を
、
「難

病
の
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
者

」

の
次
に
「（

都
疾
病
を
含
む
。
）

」
を
加
え
る
。

別
記
第
二
号
様
式
の
二
及
び
第
二
号
様
式
の
三
中

「

」
を
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「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
三
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に
改
め
、
「届

出
日

」
の
次
に
「（

和
暦
）

」
を
加
え
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「福

祉
保
健
局

」
を
削
る
。

別
記
第
九
号
様
式
()表
中

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を
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「

」
に

改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
中
「↓

所
在
地
欄
の
都
道
府
県
名
は
必
ず
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

」
を
削
り
、

「

」
を

「

」
に
、

「

」
を

「

」
に

改
め
る
。附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る

法
律
施
行
細
則
別
記
第
一
号
様
式
か
ら
第
一
号
様
式
の
四
ま
で
、
第
二
号
様
式
の
二
か
ら
第
三
号
様

式
ま
で
、
第
五
号
様
式
、
第
六
号
様
式
、
第
九
号
様
式
、
第
十
一
号
様
式
及
び
第
十
三
号
様
式
に
よ

る
用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
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東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
規
則
第
八
十
三
号

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
一
年
東
京

都
規
則
第
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
三
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
の
七
第

一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
一
条
の
四
中
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
、
「
第
四
十
四
条
の
七
第

三
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
十
一
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
条
か
ら
第
九
条
ま
で
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
第
七

条
第
一
項
」
を
「
第
四
十
四
条
の
九
第
一
項
」
に
改
め
る
。

別
表
第
１
の
部
１
の
項
中
「第

７
条
第
１
項

」
を
「第

４
４
条
の
９
第
１
項

」
に
改
め
る
。

別
記
第
十
三
号
様
式
の
二
及
び
第
二
十
一
号
様
式
の
二
中
「第
７
条
第
１
項

」
を
「第

４４条
の
９
第

１
項

」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対

す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
別
記
第
十
三
号
様
式
の
二
及
び
第
二
十
一
号
様
式
の
二
に
よ
る

用
紙
で
、
現
に
残
存
す
る
も
の
は
、
所
要
の
修
正
を
加
え
、
な
お
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
三
百
七
十
三
号

昭
和
二
十
四
年
東
京
都
告
示
第
八
百
七
十
号
（
東
京
都
国
民
健
康
保
険
審
査
会
規
程
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

第
三
条
中
「
福
祉
保
健
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
」
を
「
保
健
医
療
局
保
健
政
策
部
国
民
健

康
保
険
課
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
教
）

◉
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
五
号

都

立

高

等

学

校

都
立
中
等
教
育
学
校

都
立
特
別
支
援
学
校

都

立

中

学

校

都

立

小

学

校

東
京
都
立
学
校
の
経
営
企
画
室
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
教
育
委
員
会
訓
令
第
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
教
育
委
員
会

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

名

称

東
京
都
立
町
田
の
丘
学
園

東
京
都
立
光
明
学
園

東
京
都
立
多
摩
桜
の
丘
学
園

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
選
）

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
四
十
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
甲
第

一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
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東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
二
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
用
）

第
二
十
二
条

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

条
例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ

る
職
員
の
任
用
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
知
事
部
局
の
例
に
よ
る
。

別
表
十
五
の
項
中
「
及
び
保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
二
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
選
挙
管

理
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

第
五
条
第
三
号
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
同
規
程
第
二

十
二
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
三
号

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
規
程
（
昭

和
五
十
四
年
東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
選
挙
管
理
委
員
会

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
人
）

東
京
都
人
事
委
員
会
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
一
号

東
京
都
人
事
委
員
会
処
務
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
処
務
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
十
三
号
中
「
及
び
保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

第
二
十
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
用
）

第
二
十
一
条

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法

律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る

条
例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ

る
職
員
の
任
用
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
場
合
を
除
き
、
知
事
部
局
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
二

十
三
の
項
中
「
及
び
保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

労
働
基
準
監
督
機
関
と
し
て
行
う
職
権
の
行
使
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
三
年
東
京
都
人
事
委
員
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会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
一
の
部
㈦
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

㈦

福
祉
局
関
係

東
京
都
女
性
相
談
セ
ン
タ
ー
（
一
時
保
護
所
を
除
く
。
）

同

多
摩
支
所

東
京
都
西
多
摩
福
祉
事
務
所

東
京
都
児
童
相
談
セ
ン
タ
ー
（
一
時
保
護
所
及
び
治
療
指
導
部
門
を
除
く
。
）

東
京
都
各
児
童
相
談
所
（
一
時
保
護
所
を
除
く
。
）

別
表
一
の
部
中
十四
の
項
を
十五
の
項
と
し
、
㈧
の
項
か
ら
十三
の
項
ま
で
を
㈨
の
項
か
ら
十四
の
項
ま
で
と

し
、
㈦
の
項
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

㈧

保
健
医
療
局
関
係

東
京
都
市
場
衛
生
検
査
所
（
出
張
所
を
含
む
。
）

東
京
都
芝
浦
食
肉
衛
生
検
査
所

東
京
都
動
物
愛
護
相
談
セ
ン
タ
ー
（
出
張
所
を
含
む
。
）

同

多
摩
支
所

別
表
二
の
部
㈡
の
項
中
「
福
祉
保
健
局
」
を
「
保
健
医
療
局
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
三
号

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

管
理
職
員
等
の
範
囲
を
定
め
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
二
知
事
部
局
の
項
中
「
及
び
課
長
代
理
（
組
織
定
数
担
当
）
」
を
「
・
課
長
代
理
（
組
織
定

数
担
当
）
・
課
長
代
理
（
職
務
調
査
担
当
）
」
に
、

「

福
祉
保
健
局
総
務
部
職
員
課
課
長
代
理
（
服
務
担
当
）
・
課
長
代
理

（
給
与
福
利
担
当
）
・
課
長
代
理
（
給
与
担
当
）
・
課
長
代
理
（
調
査

担
当
）

」
を

「

福
祉
局
総
務
部
職
員
課
課
長
代
理
（
服
務
担
当
）
・
課
長
代
理
（
給

与
福
利
担
当
）
・
課
長
代
理
（
調
査
担
当
）

保
健
医
療
局
総
務
部
職
員
課
課
長
代
理
（
服
務
担
当
）
・
課
長
代
理

（
給
与
福
利
担
当
）
・
課
長
代
理
（
調
査
担
当
）

」
に
改
め
、
同
表
人
事
委

員
会
事
務
局
の
項
中
「
課
長
代
理
（
調
査
担
当
）
」
及
び
「
課
長
代
理
（
昇
任
担
当
）
」
の
下
に
「
・

課
長
代
理
（
課
務
担
当
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
第
二
知
事
部
局
の
項
の
改
正

規
定
（

「

福
祉
保
健
局
総
務
部
職
員
課
課
長
代
理
（
服
務
担
当
）
・
課
長
代
理

（
給
与
福
利
担
当
）
・
課
長
代
理
（
給
与
担
当
）
・
課
長
代
理
（
調
査

担
当
）

」
を

「

福
祉
局
総
務
部
職
員
課
課
長
代
理
（
服
務
担
当
）
・
課
長
代
理
（
給

与
福
利
担
当
）
・
課
長
代
理
（
調
査
担
当
）

保
健
医
療
局
総
務
部
職
員
課
課
長
代
理
（
服
務
担
当
）
・
課
長
代
理

（
給
与
福
利
担
当
）
・
課
長
代
理
（
調
査
担
当
）

」
に
改
め
る
部
分
に
限

る
。
）
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す

る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
規

則
を
廃
止
す
る
規
則

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
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十
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
人
）

◉
東
京
都
人
事
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局

東
京
都
人
事
委
員
会
事
務
局
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
人
事
委
員
会

訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
人
事
委
員
会
委
員
長

青

山

佾

第
五
条
第
三
号
中
「
東
京
都
人
事
委
員
会
処
務
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
東
京
都
人
事
委
員
会
規
則
第

六
号
）
」
を
「
処
務
規
則
」
に
、
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を

「
処
務
規
則
第
二
十
一
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

第
九
条
第
四
項
中
「
の
評
定
記
録
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
監
）

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
一
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
処
務
規
程
（
昭
和
五
十
六
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

ゆ

う

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

第
六
条
の
表
監
査
第
一
課
の
項
第
一
号
中
「
子
供
政
策
連
携
室
」
の
下
に
「
、
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
・

国
際
金
融
都
市
戦
略
室
」
を
加
え
、
同
表
監
査
第
二
課
の
項
第
一
号
中
「
福
祉
保
健
局
」
を
「
福
祉
局
、

保
健
医
療
局
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
、
水
道
事
業
会
計
及
び
工
業
用
水
道
事
業
会
計
」
を
「
及

び
水
道
事
業
会
計
」
に
改
め
、
同
項
第
九
号
中
「
及
び
工
業
用
水
道
事
業
会
計
」
を
削
り
、
「
並
び

に
」
を
「
及
び
」
に
改
め
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
臨
時
的
任
用
職
員
の
任
用
）

第
十
九
条

地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
、
地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律

（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
職
員
の
配
偶
者
同
行
休
業
に
関
す
る
条

例
（
平
成
二
十
六
年
東
京
都
条
例
第
百
四
十
八
号
）
第
九
条
の
規
定
に
よ
り
臨
時
的
に
任
用
さ
れ
る

職
員
の
任
用
等
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
も
の
を
除
き
、
知
事
部
局
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一

十
五
の
項
中
「
及
び
保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

別
表
第
二

十
四
の
項
中
「
及
び
保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
六
条
の
表
監
査
第
二
課
の
項
第

一
号
の
改
正
規
定
は
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
二
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
職
員
の
人
事
考
課
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
四
年
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

ゆ

う

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎



（増刊 32）東 京 都 公 報令和5年3月31日（金曜日）９

第
五
条
第
三
号
中
「
地
方
公
務
員
法
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
」
を
「
同
規
程
第
十

九
条
に
規
定
す
る
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
三
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
代
表
監
査
委
員
の
任
命
に
係
る
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に
関

す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

ゆ

う

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

東
京
都
代
表
監
査
委
員
の
任
命
に
係
る
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業

の
実
施
に
関
す
る
規
程

東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
二
年
東
京
都
条
例
第
百
十
四

号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
基
づ
き
東
京
都
代
表
監
査
委
員
が
実
施
す
る
福
祉
事
業
に
つ
い
て

は
、
東
京
都
非
常
勤
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
福
祉
事
業
の
実
施
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
年
東

京
都
規
則
第
二
百
二
十
九
号
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
準
用
す
る
条
文
中
「
知
事
」
と

あ
る
の
は
「
東
京
都
代
表
監
査
委
員
」
に
、
「
所
属
長
」
と
あ
る
の
は
「
東
京
都
監
査
事
務
局
長
」
に

そ
れ
ぞ
れ
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
四
号

東
京
都
監
査
事
務
局

東
京
都
監
査
事
務
局
職
員
の
公
務
災
害
等
に
伴
う
見
舞
金
の
支
給
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
四
年

東
京
都
監
査
委
員
訓
令
第
一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

ゆ

う

東
京
都
監
査
委
員

伊

藤

こ
う
い
ち

東
京
都
監
査
委
員

茂

垣

之

雄

東
京
都
監
査
委
員

岩

田

喜
美
枝

東
京
都
監
査
委
員

松

本

正
一
郎

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

規

則
（
公
）

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
３
号

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１３年

３
月
２８日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
１０条

第
２
項
第
３
号
ア
中
「
、
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２
年
東
京
都
条

例
第
１１３号

）
第
１２条

又
は
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
（
平
成
２７年

東
京
都
条
例

第
１４１号

）
第
２６条

」
を
「
又
は
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
１５年

法
律
第
５７号

。
以
下

「
個
人
情
報
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
７６条

」
に
、
「
、
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第

１４条
第
１
項
又
は
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
２８条

第
１
項
」
を
「
又
は
個
人
情

報
保
護
法
第
８２条

」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
１８条

又
は
東

京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
３５条

」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
９０条

」
に
、
「
東
京

都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
２０条

第
１
項
又
は
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
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例
第
３８条

第
１
項
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
９３条

」
に
改
め
、
同
号
ウ
中
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保

護
に
関
す
る
条
例
第
２１条

の
３
又
は
東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
４１条

」
を
「
個

人
情
報
保
護
法
第
９８条

」
に
、
「
東
京
都
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
２１条

の
６
第
１
項
又
は

東
京
都
特
定
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例
第
４４条

第
１
項
」
を
「
個
人
情
報
保
護
法
第
１０１条

」

に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

東
京
都
公
安
委
員
会
が
行
う
情
報
公
開
の
事
務
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１３年

９
月
３
日
東
京
都
公
安

委
員
会
規
則
第
１５号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
３
条
第
２
項
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

第
７
条
第
２
項
中
「
映
像
又
は
」
を
「
映
像
若
し
く
は
」
に
、
「
フ
ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
、
光
デ
ィ

ス
ク
若
し
く
は
」
を
「
光
デ
ィ
ス
ク
」
に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
４
号
中
「
非
開
示
決
定
通
知
書
」
を
「
不
開
示
決
定
通
知
書
」
に
改
め
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公
布
す

る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
５
号

東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規

則

東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１８年

３
月
１５日

東
京

都
公
安
委
員
会
規
則
第
４
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
公

布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す

る
規
則

東
京
都
公
安
委
員
会
が
保
有
す
る
特
定
個
人
情
報
の
保
護
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
２７年

１２月
２４日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
１４号

）
は
、
廃
止
す
る
。

附
則

こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布
す
る
。

令
和
５
年
３
月
３１日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹
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◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
７
号

東
京
都
道
路
交
通
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
昭
和
４６年

１１月
３０日

東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
９
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
２
環
状
六
号
線
の
項
中

「渋
谷
区
神
泉
町
２２番

地
先
か
ら
渋
谷
区
上

原
一
丁
目
１
番
地
先
ま
で

」 を
渋
谷
区
神
泉
町
９
番
地
先
か
ら
渋
谷
区
神

泉
町
２２番

地
先
ま
で

「目
黒
区
目
黒
三
丁
目
９
番
地
先
か
ら
目
黒

区
大
橋
一
丁
目
３
番
地
先
ま
で

」 に
改
め
、
同
表
中

渋
谷
区
神
泉
町
９
番
地
先
か
ら
渋
谷
区
神

泉
町
２２番

地
先
ま
で

渋
谷
区
神
泉
町
２２番

地
先
か
ら
渋
谷
区
上

原
一
丁
目
１
番
地
先
ま
で

「多
摩
川
通
り

府
中
市
四
谷
三
丁
目
４６番

地
先
か
ら
府
中

市
住
吉
町
五
丁
目
２２番

地
先
ま
で

」 を
府
中
市
住
吉
町
二
丁
目
３０番

地
先
か
ら
府

中
市
南
町
五
丁
目
３８番

地
先
ま
で

「す
ず
か
け
通

り
府
中
市
寿
町
三
丁
目
７
番
地
先
か
ら
府
中

市
日
鋼
町
１
番
地
先
ま
で

」 に
、

多
摩
川
通
り

府
中
市
四
谷
三
丁
目
４６番

地
先
か
ら
府
中

市
住
吉
町
五
丁
目
２２番

地
先
ま
で

府
中
市
住
吉
町
二
丁
目
３０番

地
先
か
ら
府

中
市
南
町
五
丁
目
３８番

地
先
ま
で

富
士
見
通
り

府
中
市
日
鋼
町
１
番
地
先
か
ら
府
中
市
西

原
町
一
丁
目
１
番
地
先
ま
で

「幹
線
市
道
Ⅰ

－
１８号

線
日
野
市
日
野
台
四
丁
目
２
番
地
７
か
ら
日

野
市
日
野
台
五
丁
目
６
番
地
１０ま

で

」 を

「幹
線
市
道
Ⅰ

－
１８号

線
日
野
市
日
野
台
四
丁
目
２
番
地
７
か
ら
日

野
市
日
野
台
五
丁
目
６
番
地
１０ま

で

」 に
改
め
る
。

国
立
市
道
中

央
高
速
道
側

道
第
５
号
線

国
立
市
谷
保
六
丁
目
２６番

地
先
か
ら
国
立

市
谷
保
六
丁
目
２９番

地
先
ま
で

国
立
市
道
南

第
５１号

線
国
立
市
谷
保
六
丁
目
２４番

地
先
か
ら
国
立

市
泉
五
丁
目
３２番

地
先
ま
で

国
立
市
道
南

第
３０号

線
１３

国
立
市
谷
保
六
丁
目
２６番

地
先
か
ら
国
立

市
谷
保
六
丁
目
２２番

地
先
ま
で

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
５
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
東
京
都
道
路
交
通
規
則
（
以
下
「
新

規
則
」
と
い
う
。
）
別
表
第
２
に
掲
げ
る
道
路
を
通
行
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
の
新
規
則
第
２
条
の

３
及
び
同
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

訓

令
（
労
）

◉
東
京
都
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
労
働
委
員
会
事
案
決
定
規
程
（
平
成
十
七
年
東
京
都
労
働
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
労
働
委
員
会

別
表
六
の
項
中
「
及
び
保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令
（
収
用
委
）
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◉
東
京
都
収
用
委
員
会
訓
令
第
一
号

東
京
都
収
用
委
員
会
事
案
決
定
規
程
（
平
成
九
年
東
京
都
収
用
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
収
用
委
員
会

別
表
中
「
及
び
保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
二
号

昭
和
六
十
一
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
六
号
（
東
京
都
水
道
局
支
所
及
び
東
京
都
水
道
局
営
業
所
の

設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

表
東
京
都
水
道
局
大
田
営
業
所
の
項
所
管
区
域
の
欄
中
「
大
田
区
（
た
だ
し
、
令
和
島
を
除
く
。
）

及
び
世
田
谷
区
」
を
「
大
田
区
（
た
だ
し
、
令
和
島
を
除
く
。
）
、
世
田
谷
区
及
び
渋
谷
区
」
に
改
め
、

東
京
都
水
道
局
渋
谷
営
業
所
の
項
を
削
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
三
号

昭
和
四
十
七
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
五
号
（
東
京
都
水
道
局
浄
水
場
の
設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

表
東
京
都
水
道
局
玉
川
浄
水
場
の
項
、
東
京
都
水
道
局
砧
浄
水
場
の
項
及
び
東
京
都
水
道
局
長
沢
浄

水
場
の
項
を
削
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
四
号

東
京
都
事
務
手
数
料
条
例
第
二
条
第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
の
規
定
に
よ
る
公
簿
及
び
公
文
図
書
の

指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
五
十
七
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
三
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
五
号

昭
和
四
十
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
九
号
（
水
道
料
金
等
の
徴
収
又
は
還
付
に
関
す
る
公
示
送
達
を

掲
示
す
る
掲
示
場
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

表
中
「
、
給
水
管
理
事
務
所
又
は
給
水
事
務
所
」
を
「
又
は
多
摩
水
道
改
革
推
進
本
部
」
に
改
め
る
。

規

程
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
六
号

東
京
都
下
水
道
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
分
課
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
分
課
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
三
項
中
「
局
に
」
の
下
に
「
企
画
担
当
部
長
、
」
を
加
え
る
。

別
表
第
一
施
設
管
理
部
の
項
中
「
及
び
」
を
「
、
新
エ
ネ
ル
ギ
ー
事
業
推
進
担
当
課
長
及
び
」
に
改

め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
七
号

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
処
務
規
程
（
昭
和
三
十
七
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
局
長
の
欄
第
二
十
六
号
、
同
表
部
長
の
欄
第
十
九
号
及
び
同
表
課
長
の
欄
第
十
四
号
中
「
及
び

保
有
特
定
個
人
情
報
」
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
八
号

東
京
都
下
水
道
局
庁
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
庁
舎
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
庁
舎
管
理
規
程
（
昭
和
五
十
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
雑
司
が
谷
庁
舎
の
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
九
号

東
京
都
下
水
道
局
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
の
標
準
的
な
職
を
定
め
る
規
程
（
平
成
二
十
八
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
表
一
の
項
中
「
に
規
定
す
る
技
術
開
発
担
当
部
長
、
施
設
管
理
担
当
部
長
及
び
同
条
第
五

項
」
を
「
及
び
第
五
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
号

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
企
業
職
員
の
勤
勉
手
当
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理

規
程
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十
」
を
「
一
万
分
の
九
千
六
百
八
十
」
に
、

「
一
万
分
の
一
万
三
千
七
百
九
十
九
」
を
「
一
万
分
の
一
万
三
千
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
三
号

中
「
一
万
分
の
二
万
二
千
」
を
「
一
万
分
の
二
万
一
千
五
百
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
一
万
分
の

一
万
十
二
・
五
」
を
「
一
万
分
の
九
千
五
百
六
十
七
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
六
千
五
百
」
を

「
一
万
分
の
一
万
六
千
」
に
改
め
、
同
項
第
五
号
中
「
一
万
分
の
一
万
百
二
十
五
」
を
「
一
万
分
の
九

千
六
百
七
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
五
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
一
万
五
千
」
に
改
め
、
同
項
第

六
号
中
「
一
万
分
の
五
千
二
百
八
十
」
を
「
一
万
分
の
五
千
六
十
」
に
、
「
一
万
分
の
七
千
百
九
十

九
」
を
「
一
万
分
の
六
千
八
百
九
十
九
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
一
万
分
の
五
千
七
百
八
十
五
」

を
「
一
万
分
の
五
千
五
百
六
十
二
・
五
」
に
、
「
一
万
分
の
一
万
」
を
「
一
万
分
の
九
千
」
に
改
め
、

同
項
第
八
号
中
「
一
万
分
の
四
千
八
百
九
十
五
」
を
「
一
万
分
の
四
千
六
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
、

同
項
第
九
号
中
「
一
万
分
の
四
千
九
百
五
十
」
を
「
一
万
分
の
四
千
七
百
二
十
五
」
に
、
「
一
万
分
の

六
千
五
百
」
を
「
一
万
分
の
六
千
」
に
改
め
る
。
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附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
一
号

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

東
京
都
下
水
道
局
会
計
事
務
規
程
（
昭
和
四
十
一
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
三
十
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
十
四
条
第
一
項
第
十
三
号
中
「
一
件
の
支
払
い
金
額
が
五
万
円
以
下
の
」
を
削
り
、
「
経
費
」

の
下
に
「
（
一
件
の
支
払
金
額
が
五
万
円
以
下
の
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
局
長
が
別
に
定
め
る
方
法

に
よ
り
支
払
う
場
合
に
あ
つ
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

◉
東
京
都
下
水
道
局
管
理
規
程
第
十
二
号

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

令
和
五
年
三
月
三
十
一
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金
貸
付
条
例
施
行
規
程
（
昭
和
四
十
八
年
東
京
都
下
水
道
局
管
理

規
程
第
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
中
「
〇
・
三
パ
ー
セ
ン
ト
」
を
「
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
程
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
、
こ
の
規
程
に
よ
る
改
正
前
の
公
共
事
業
の
施
行
に
伴
う
移
転
資
金

貸
付
条
例
施
行
規
程
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
貸
付
け
の
利
率
を
決
定
し
た
移
転
資
金
に
係
る
利
率
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

五
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


